
成
人
式
を
お
迎
え
に
な
る
皆
さ
ん
、

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

成
人
に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
権
利
と

義
務
が
発
生
し
ま
す
が
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
も
大
切
な
義
務
の
一
つ

で
す
。

国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
で
、
厚
生
年
金
、
共
済
組
合

に
加
入
し
て
い
な
け
れ
ば
、
国
民
年
金

に
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
公
的
年
金
制
度
は
、
老
後
生
活
の

安
定
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
け
が
や
病

気
な
ど
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
も
私

た
ち
の
生
活
を
支
え
て
く
れ
る
大
切
な

も
の
で
す
。

20
歳
は
国
民
年
金
の
出
発
点
で
す
。

加
入
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

確
か
め
て
ね
！
国
民
年
金
保
険
料

あ
な
た
の
国
民
年
金
保
険
料
は
未
納

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

お
手
持
ち
の
納
付
書
を
確
認
し
て
、

未
納
の
期
間
が
あ
れ
ば
、
至
急
お
近
く

の
金
融
機
関
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

未
納
の
ま
ま
で
す
と
、
当
然
受
け
ら

れ
る
は
ず
の
年
金
が
全
く
受
け
ら
れ
な

く
な
り
、
不
安
な
生
活
を
し
い
ら
れ
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
未
納
が
あ
る
場
合
は
「
未

納
通
知
書
兼
検
認
票
」
の
は
が
き
で
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
は
が
き

で
も
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Œ
市
民
課
国
民
年
金
係

@
２
２
―
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問は問い合わせ先です�

20
歳
に
な
っ
た
ら
「
国
民
年
金
」

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

Ｑ．
介
護
保
険
料
の
納
付
書
に
今
月
の

分
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
毎
月

納
め
る
必
要
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ．
介
護
保
険
料
の
普
通
徴
収
の
納
期

月
は
毎
月
で
は
な
く
、
国
民
健
康
保
険

と
同
様
に
４
月
、
５
月
、
６
月
、
８
月
、

10
月
、
11
月
、
12
月
、
翌
年
２
月
の
年

８
回
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
今
年
度
は
円
滑
導
入
の
た

め
の
特
別
対
策
に
よ
り
、
10
月
か
ら
の

４
回
の
納
期
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
月
は
納
期
月
で
は
な
い
の
で
、
１

月
分
の
通
知
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

３
月
分
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
納
付
書
で
納
付
を
す
る
方
へ
は
、
便

利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

Œ
税
務
課
介
護
保
険
料
係

@
２
２
―

１
３
１
３ 保

険
料�

質
問
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介�

護�

医
療
保
険
改
正
法
施
行
に
よ
り
、
平

成
13
年
１
月
１
日
か
ら
、
医
療
を
受
け

る
と
き
の
自
己
負
担
額
な
ど
が
次
の
よ

う
に
変
わ
り
ま
す
。

Œ
保
険
課
国
民
健
康
保
険
係

老
人
保
健
係

@
２
２
―

１
３
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平
成
13
年
１
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
と

老
人
保
健
が
変
わ
り
ま
す
é

選
挙
権
を
有
す
る
方

１．

市
内
に
住
所
を
有
し
、
年
齢
満
20

歳
（
昭
和
56
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
）
以
上
の
方
で
、
次
の
要
件
を

備
え
る
方

A
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作

の
業
務
を
営
む
方

B
そ
の
方
の
同
居
の
親
族
（
６
親
等
内

の
血
族
ま
た
は
３
親
等
内
の
姻
族
）
ま

た
は
配
偶
者
で
あ
っ
て
、
年
間
に
お
お

む
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

C
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作

の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合

員
ま
た
は
社
員
で
、
年
間
に
お
お
む
ね

60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

２．

他
の
市
町
村
に
転
出
し
た
方
で
も

次
の
場
合
は
有
資
格
者
と
な
り
ま
す
。

A
農
閑
期
な
ど
の
た
め
の
一
時
的
出
稼

ぎ
と
認
め
ら
れ
る
方

B
特
別
の
事
情
に
よ
り
臨
時
手
伝
い
な

ど
の
た
め
、
一
時
不
在
と
な
っ
た
方

C
疾
病
、
負
傷
な
ど
に
よ
り
入
院
加
療

中
の
営
業
主
（
同
居
の
親
族
ま
た
は
配

偶
者
の
場
合
は
、
平
成
12
年
１
月
１
日

か
ら
同
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
60
日

以
上
耕
作
に
従
事
し
た
と
認
め
ら
れ
る

方
）登

載
申
請
書
の
提
出
の
な
い
場
合

は
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に

登
載
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
投
票
や
リ
コ

ー
ル
請
求
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

登
載
申
請
書
は
、
農
業
委
員
会
協
力

員
（
自
治
会
長
な
ど
）
が
12
月
下
旬
に

配
付
し
１
月
上
旬
に
回
収
さ
れ
ま
す
。

１
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
が
届
か
な

か
っ
た
り
、
不
明
の
点
は
農
業
委
員
会

事
務
局
（
@
２
２
―

１
２
５
６
）
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

●
縦
覧
期
間

２
月
23
日
〜
３
月
９
日
（
15
日
間
）

●
縦
覧
場
所

白
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
は
、
平
成
13
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況

を
、
１
月
10
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
る
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
書
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
ま
す
。

現　　　行 平成13年１月１日から

住民税非課
税 世 帯 等

３５,４００円／月
（２４,６００円）

住民税非課
税 世 帯 等

３５,４００円／月（２４,６００円）
◎現行どおり

一　　般
６３,６００円／月
（３７,２００円）

一　　般
６３,６００円／月（３７,２００円）
◎医療費が318,000円を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

上位所得者
１２１,８００円／月（７０,８００円）
◎医療費が609,000円を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

現　　行 平成13年１月１日から

外来
１日につき
５３０円

（月４回まで）

病
　
院

定率１割負担
ベット数200床未満の病院　３,０００円／月
ベット数200床以上の病院　５,０００円／月

診
療
所

１日につき８００円（月４回まで）か、定率１割負担
（上限３,０００円／月）のどちらかを診療所が選択

※主に院外処方を行う医療機関などで診療を受けたときは、医療機関と薬局でそれぞれ定率
１割負担（定額制の診療所の場合、薬局での支払いはありません。）

病 院 ・ 診 療 所　１,５００円／月＋薬局に１,５００円／月
200床以上の病院　２,５００円／月＋薬局に２,５００円／月

現　　行 平成13年１月１日から

入院

１日につき1,200円
・住民税非課税世帯等の人35,400円／月
が上限
・住民税非課税世帯等で老齢福祉年金受
給者500円／日

定率１割負担　※上限は、次のとおりです。
・一　　　般 ３７,２００円／月
・住民税非課税世帯等の人 ２４,６００円／月
・ 〃 で老齢福祉年金受給者　 １５,０００円／月

◎世帯合算による高額医療費制度が設けられました。

上
限

上
限

69歳以下（老人医療対象者以外の方）ê 高額療養費の自己負担限度額
※（ ）内は、４回目以降の自己負担限度額

70歳以上ê 老人医療で医療を受けるときの一部負担金

共　通ê 入院時の食事代自己負担額
現行の７６０円／日から、平成13年１月１日から７８０円／日になります。

昨年10月29日、海

老名市総合運動公園

体育館で開催された

「第18回全日本ジュ

ニア新体操選手権大

会」（財団法人日本

体操協会主催）の男

子団体競技で、東中

学校が６位入賞を果たしました。

出場したのは、２年生の６選手（国友潤さん、大宮賢太さん、

高橋雄太さん、佐藤明さん、佐藤義和さん、松本進さん）。３年生

となる今年は、昨年以上に活躍が期待されます。

平日２時間、休日は４～５時間の部活動に汗を流している皆さ

んの今年の目標は「東北大会３位以内、全国大会６位以内」と、

顧問の野呂和希先生の指導の下、練習に励んでいます。

昨年８月25日から27日に日本武道館で開催

された「第３回糸東流世界空手道選手権大会」

（日本、メキシコ、ベネズエラなど33カ国参

加）で、白石市空手道協会に所属する４人が

組手の部で入賞しました。（敬称略）

○男子９～10歳第３位大槻良輔（斎川小５年）

○男子10～11歳準優勝八巻　光（白一小５年）

○女子11～12歳第３位紺野麻美（斎川小５年）

○女子13～14歳準優勝千石彩香（白石中１年）

世界空手道選手権大会で
メダルを獲得！

東中学校新体操部…全国大会で６位入賞！

よかったね！よかったね！


